
　

７
月
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額

決
定
通
知
書
」
お
よ
び
「
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
納
入
通
知
書
」を
送
付
し
ま
す
。

▪
保
険
料
の
計
算
方
法

　

保
険
料
額
は
、
一
人
ず
つ
均
等
に
負
担

し
て
い
た
だ
く「
均
等
割
額
」と
、所
得
に

応
じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く「
所
得
割
額
」

の
合
計
額
で
す
。な
お
、一
人
あ
た
り
の
上

限
額
は
55
万
円
で
す
。

▪
保
険
料
の
減
額

　

４
月
１
日
現
在
の
世
帯
状
況
に
お
い

て
、「
世
帯
主
」
と
「
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
」
の
総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
額

に
よ
り
、
均
等

割
額
・
所
得
割

額
の
減
額
が
判

定
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
年

金
所
得
に
つ
い

て
は
、
特
例
と

し
て
、
さ
ら
に

15
万
円
を
控
除

し
た
額
で
判
定

さ
れ
ま
す
。

▪
保
険
料
の
支

　

払
方
法

　

年
金
か
ら
の

お
支
払
い
（
特

別
徴
収
）
や
口

座
振
替
ま
た

は
納
付
書
（
普

通
徴
収
）
で
お

支
払
い
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替

で
お
支
払
い
い

た
だ
く
場
合
は
、
市
役
所
で
手
続
き
が
必

要
で
す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
年
金
の
額
が
年
間
18
万
円
以
下

の
場
合
、
も
し
く
は
介
護
保
険
料
と
合
わ

せ
た
保
険
料
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を

超
え
る
場
合
は
、
口
座
振
替
ま
た
は
納
付

書
に
よ
る
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

▪
保
険
料
の
納
期

◦
特
別
徴
収

平
成
23
年
の
所
得
で
仮
算
定
し
た
保
険

料
を
４
月
・
６
月
・
８
月
、
平
成
24
年

の
所
得
で
本
算
定
し
た
保
険
料
を
10

月
・
12
月
・
２
月
の
年
金
か
ら
お
支
払

い
◦
普
通
徴
収

７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の
計
８
回
で

納
付
（
７
月
か
ら
９
月
ま
で
は
普
通
徴

収
、
10
月
か
ら
は
特
別
徴
収
と
な
る
場

合
あ
り
）

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４

23
局
０
１
８
０

　

世
帯
主
も
し
く
は
世
帯
員
が
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
１
人
と
な
っ
た

世
帯
（
特
定
世
帯
）
は
、
国
民
健
康
保
険

税
の「
医
療
分
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
の
平
等
割
額
」が
軽
減
さ
れ
る
対
象
期

間
を
移
行
後
５
年
間
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、４
月
１
日
か
ら
、こ
れ
に
加
え
て
移
行

後
６
～
８
年
目
の
世
帯
を
特
定
継
続
世
帯

と
し
て
、
新
た
に
創
設
し
、
軽
減
が
３
年

間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

▼
内
容
＝
【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
移
行

後
最
初
の
５
年
間
】２
分
の
１
を
軽
減【
移

行
後
６
～
８
年
目
】
４
分
の
１
を
軽
減

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９

23
局
０
１
８
０
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次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
５
月
24
日
、
豊
橋
ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ

会
長 

高
橋
千
代
様
か
ら
地
域
社
会
へ
の

貢
献
の
た
め
、
絵
本
23
冊
。

寄
付

D
O
N
ATIO

N

平
成
25
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
が
決
定
し
ま
す

■保険料の減額

保険料額 均等割額
43,510円

所得割額
（総所得金額等－330,000円）×0.0855＝ ＋

■保険料の計算方法

均等割額を8.5割減額（6,526円）
　 世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者と世
帯主の所得金額の合計が33万円以下の方
①

均等割額を9割減額（4,351円）
　　①の方のうち、世帯内の後期高齢者医療被保険者全
員が、年金収入80万円以下で、他の所得がない世帯の方
②

均等割額を5割減額（21,755円）　 総所得金額等が３３万円を超え、33万円＋（24万
5千円×世帯主でない被保険者数）以下の世帯
③

均等割額を2割減額（34,808円）　  総所得金額等が３３万円を超え、33万円＋（35万
円×世帯の被保険者数）以下の世帯
④

均等割額を9割減額（4,351円）
※所得割は賦課されません

　 後期高齢者医療制度に加入する直前は職場の健
康保険などの被扶養者であった方
⑤

所得割額を5割減額　  後期高齢者医療制度の被保険者本人の所得金額
の合計から33万円を引いた額が58万円以下の方
⑥

税TA
X

「
特
定
世
帯
」「
特
定
継
続
世
帯
」に
関
す
る

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
が
延
長


